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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、持続可能社会への急速な移行や環境変化を踏まえた、グループの企業理念・ビジョン・経営姿勢・行動規準を策定しております。

これに基づき、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組みを構築し、継続的なコーポレート・ガバナンスの充実化に取り組みます。

＜企業理念＞

　エンジニアリングとサービスを通じて、人に信頼され、社会に貢献する。

＜ビジョン＞

　2030年までに、マリンの領域を軸に、脱炭素社会の実現と、人口縮小社会の課題解決を目指す。

＜経営姿勢＞

　新しい価値の創造を顧客と共に実現　＞事業視点

　　-潜在ニーズのマーケティングと周辺技術のイノベーションで事業を推進していく。

　健全な財務体質と堅実な利益を追求　＞財務視点

　　-限界利益/固定費の適時評価を軸に、事業や子会社を堅実に管理運営していく。

　人的資本経営の推進　 　　　　　　　 　　＞人事視点

　　-社会や顧客と共に課題解決に挑み、その成果を分かち合い、三方良しの関係を築く。

＜行動規準＞

　シンプル、ユニーク、プラクティカルな製品やサービスに挑戦

　　-常に顧客目線で３つの価値が重なる製品やサービスを考え、堅実な事業へと育み、社会に貢献する。

なお、コーポレート・ガバナンスの充実化に際しては、以下の原則に従うこととします。

（１）株主の実質的な権利・平等性を確保します

（２）株主をはじめとするステークホルダーと適切に協働します

（３）適切かつ主体的な会社情報の開示と透明性を確保します

（４）取締役会及び監査等委員会の役割・責務を明確にします

（５）持続的成長・中長期的な企業価値の向上に資するため株主との対話を行います

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を全て実施しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４．政策保有株式】

1．「政策保有に関する方針」

　　当社は、企業価値を向上させるための中長期的な視点に立ち、事業戦略上の必要性や取引関係の強化によって得られる当社グループの

　　利益と投資額等を総合的に勘案　した上で、必要と認められる株式については健全性等に留意しつつ保有していく方針です。

　　保有にあたっては、保有目的との整合性や、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を毎年、取締役会において検証し、

　　保有の適否を判断することとしております。

2． 「議決権行使について適切な対応を確保するための基準」

　　当該株式に係る議決権の行使に関しましては、当社グループと当該企業の中長期的な発展、企業価値の向上などの観点から議案ごとに

　　賛否を総合的に判断いたします。

【原則１－７．関連当事者間の取引】

当社では、取締役による利益相反取引及び競業取引については、取締役会規程において決議事項とするとともに、かかる取引を行った

取締役は遅滞なく取引につき重要な事実を取締役会に報告いたします。

また、主要株主との取引であっても、その取引の重要性やその性質に応じて取締役会や経営会議等で審議される手続が存在しており、

監視が行われております。

【補充原則２－４－１　中核人材の登用等における多様性の確保】

当社では、以下の対応を行い多様性の確保への取り組みを実行してまいります。

（１）新卒採用において多様性確保の目標を設定し、まず母集団の多様性を確保。

（２）管理職等への登用目標は母集団の多様性増加に応じて段階的にアップ。

また、当社は、2026年５月に三井E&S Rolling Vision 2026を公表、その一環として技術職新卒採用、従業員全体、管理職における女性比率、



外国人比率の2026年度以降２ヵ年度分の計画を設定しています。また、従業員全体に占める女性比率、外国人比率の2030年度計画も開示

しています。三井E&S Rolling Vision 2026については当社ホームページをご参照ください。

（https://www.mes.co.jp/ir/mid-term-business-plan/）

なお、中途採用者については、管理者候補である課長補佐・主任層において年令により人数にばらつきがあり、一定の目標設定は難しく、

具体的な目標設定に至っておりません。

【原則２－６．企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

当社では、企業年金制度を採用しておりません。従って、その運用に関する人事面や運用面の取り組みは行っておりません。

【原則３－１．情報開示の充実】

当社では、法令に基づく開示を適切に行うことに加え、会社の意思決定の透明性・公正性を確保し、実効的なコーポレート・ガバナンスを実現

するとの観点から、以下の事項について開示し、主体的な情報発信を行っております。

（ⅰ）会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画

　　　前述の補充原則２－４－１で記載のとおり、当社では三井E&S Rolling Vision 2026を策定し、今後3ヵ年の業績見通しを説明するなど、

　　　会社の企業理念・経営戦略・経営計画を開示し、情報発信を行っております。

　　　三井E&S Rolling 2026については当社ホームページに掲載しておりますので、ご参照ください。

　　　（https://www.mes.co.jp/ir/mid-term-business-plan/)）

（ⅱ）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

　　　「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針」を策定し、本報告書「Ⅰ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　　　及び資本構成、企業属性その他の基本情報」の「１．基本的な考え方」に記載しておりますので、ご参照ください。

（ⅲ）経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

　　　取締役会の諮問機関として独立社外取締役を委員長とする任意の報酬委員会を設置しております。同委員会において報酬制度、取締役の

　　　報酬決定に関する方針、報酬水準、インセンティブ報酬決定の指標などに関する審議・答申を行います。この報酬委員会の審議・答申を

　　　踏まえ、取締役会は、報酬制度、報酬決定方針、取締役（監査等委員である取締役を除く。）個人別の報酬内容等を決定します。

　　　同委員会の構成及び取締役報酬の構成は、後述の「経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・

　　　ガバナンス体制の状況」の 「１．機関構成・組織運営等に係る事項」「任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性」及び

　　　「インセンティブ関係」に記載しておりますので、ご参照ください。

（ⅳ）経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

　　　取締役会の諮問機関として独立社外取締役を委員長とする任意の指名委員会を設置しております。同委員会において取締役の選任・

　　　解職基準及び選任・解職案の審議・答申を行います。また、同委員会は監査等委員候補者が監査等委員会の定める要件に合致して

　　　いるかの確認を行います。この指名委員会の審議・答申、確認を踏まえ、取締役会は取締役（監査等委員である取締役を含む）の

　　　選解任等を決定します。

　　　同委員会の構成は、本報告書「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」

　　　の「１．機関構成・組織運営等に係る事項」「任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性」に記載しておりますので、

　　　ご参照ください。

（ⅴ）経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明

　　　株主総会の取締役の選任・解任議案に、各理由を記載しております。

　　　詳細は当社ホームページに掲載しております「第123回定時株主総会招集ご通知」の参考書類をご参照ください。

　　　（https://www.mes.co.jp/assets/uploads/ir-meeting-123_convocation-notice.pdf）

【補充原則３－１－３　サステナビリティについての取組み等】

当社は、2026年5月に　三井E&S　Rolling Vision 2026を公表いたしました。サステナビリティへの取り組みについては

三井E&S Rolling Vision 2024 から以下の対応を盛り込んでおり、課題への取り組みを実行しております。

（１）経営課題を「脱炭素社会の実現」、「人口縮小社会の課題解決」に設定。

（２）経営理念上の位置づけ、戦略マテリアリティ設定、経営計画への統合、事業活動への反映、目標指標設定を明確にし、情報開示、

　　　報酬反映、監督体制の確立へとつなげる。

　　　現時点でのサステナビリティを巡る課題への取り組み、人的資本、知的財産への投資につきましては、三井E&S Rolling Vision 2026の他、

　　　「統合レポート」、「第123期有価証券報告書」をそれぞれ当社ホームページに掲載しておりますので、ご参照ください。

　　　（中期経営計画 三井E&S Rolling Vision：　https://www.mes.co.jp/ir/mid-term-business-plan/）

　　　（統合レポート：　https://www.mes.co.jp/assets/uploads/integrated-report-2025.pdf）

　　　（第123期有価証券報告書：　https://www.mes.co.jp/investor/uploads/finace-report_123.pdf）

　　　また、国際的に確立された開示の枠組みであるＴＣＦＤに基づく気候変動関連の情報開示については、前述の「統合レポート」を

　　　ご参照ください。

　　　当社では、国内外でのサステナビリティ情報の開示基準の整備が進んできているとの認識の下、当該情報開示に関しては慎重かつ丁寧に

　　　対応していきます。なお、マテリアリティ目標を達成するためのステップとして、当社の温室効果ガス（GHG）排出量のScope1・2・3を算定し、

　　　これらの算定数値の正確性を担保すべく、第三者機関による認証を取得し開示しております。

　　　詳細については当社ホームページに掲載しておりますのでご参照下さい。

【補充原則４－１－１ 取締役会から経営陣に対する委任範囲】

当社取締役会は、法令及び定款に定められた事項のほか、経営方針に関する重要な事項、一定金額以上の重要な取引や投融資案件等の

業務執行の決定について、取締役会決議事項として社内規定に定めております。これら以外は、原則として当該業務の担当取締役及び

取締役会にて選任された執行役員へ業務執行に関する権限を委譲し、迅速な意思決定を図っています。

【原則４－９．独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

当社は、東証の独立役員の独立性基準等を参考にして、「社外取締役の独立性基準」を策定し、当社ホームページに掲載しております。

（https://www.mes.co.jp/ir/governance/indep-director/）

【補充原則４－１０－１　独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言】

経営陣幹部・取締役の指名（後継者計画を含む）・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性及び説明責任を強化するため、当社では、

独立社外取締役を主要な構成員とした任意の指名委員会・報酬委員会を設置しております。これらの任意の委員会の独立性を担保するため

各委員会構成員の過半数を独立社外取締役とすることを基本としておりますが、独立社外取締役と社内取締役（社長を含む）の人数が



同数の場合は、独立社外取締役を委員長とすることで当該委員会の独立性を担保することとしております。

当該委員会の構成は、本報告書「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の

「１．機関構成・組織運営等に係る事項」「任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性」に記載しておりますので、ご参照ください。

また、当該委員会の権限・役割等については、前述原則３－１．（ⅲ）及び（ⅳ）の説明のとおりです。

【補充原則４－１１－１取締役会全体としての能力、多様性等の考え方】

当社は、取締役候補者を選定・決定するに当たり、当社グループの事業及び経営管理に精通した一定数の社内取締役を確保しつつ、

多様性についての時代の要請にかなうべく、他の業態において豊富な経験を有する社外取締役を招聘することにより、取締役会の全体としての

知識・経験・能力のバランス、多様性を確保するように努めております。

当社では、取締役に対して特に期待するスキル・専門的分野を以下８項目としております。

（１）企業経営

（２）国際経験

（３）財務・M&A

（４）法務・監査

（５）マーケティング

（６）技術・ＩＴ

（７）人材育成

（８）気候・環境

各取締役に特に期待するスキル・専門的分野を可視化したスキル・マトリックスは、当社ホームページに掲載しております。

「第123回定時株主総会招集ご通知」の「＜ご参考１＞各取締役に特に期待するスキル・専門分野」をご参照ください。

各取締役のスキル項目の該当性は、経営経験、実務経験、専門知識及び公的資格等を総合的に考慮して判断しております。

（https://www.mes.co.jp/assets/uploads/ir-meeting-123_convocation-notice.pdf）

【補充原則４－１１－２ 取締役の兼任状況】

当社の取締役の他の上場会社の役員の兼任状況は、合理的な範囲にとどまっており、事業報告等で毎年開示しております。

詳細は当社ホームページに掲載しております「第123回定時株主総会招集ご通知」をご参照ください。

（https://www.mes.co.jp/investor/uploads/123_convocation_notice.pdf）

【補充原則４－１１－３ 取締役会全体の実効性についての分析・評価】

当社は、コーポレート・ガバナンスの向上を目的とした取組みとして、取締役会における実効性の評価を2015年度から毎年実施しております。

2025年度につきましては、昨年度に引き続き、課題抽出を重視した柔軟な分析・評価を行うため、全取締役の関与による内製方式により、

以下の方法及び手続に基づき実施いたしました。

（１）設問内容の協議・確定

（２）設問回答の集計及び分析による課題抽出

（３）分析・評価結果の取締役会への中間報告及び取締役会決議

１．2025年度の取締役会全体の実効性の分析・評価結果

当社の取締役会は概ね適切に運営されており、取締役会総体の実効性は継続的に確保されていると評価しております。取締役による

率直な議論が維持されているほか、社外取締役と従業員との対話等を通じて企業風土・文化の理解が図られており、これらの取り組みも

実効性向上に寄与しております。

（１）昨年度の実効性評価で判明した以下①②の課題への対応状況

　①サステナビリティの基本方針・向上策に関する取締役会の議論

　　人的資本経営戦略について取締役会における議論を重ね、その内容の社内浸透を図るとともに、気候変動への対応としてTCFD提言に

　　基づく開示の充実を進めてまいりました。加えて、内部統制委員会における議論内容を取締役会に報告し、意見交換を実施するなど、

　　サステナビリティに関する議論の深化を図った結果、当該課題は改善いたしました。

　②CEO等の後継者計画の策定・運用への取締役会の関与

　　指名委員会の運営方針を抜本的に見直し、後継者計画に関する検討状況や論点の取締役会への報告を充実させることにより、

　　取締役会の関与及び監督機能の強化を図りました。その結果、当該課題は大きく改善いたしました。

（２）今年度の実効性評価で指摘があった新たな課題

　　グリーン技術及びデジタル技術を活用した新規事業並びに中核事業に関する中長期的な事業戦略について、より踏み込んだ議論を

　　行う必要があるとの指摘がありました。

２． 新たな課題への取り組み

当社のさらなる事業成長にむけ、グリーン技術及びデジタル技術を活用した新規事業並びに中核事業の議論の一層の充実に

取り組んでまいります。

具体的には、市場環境や競争優位性の変化を踏まえた戦略の明確化に加え、投資優先順位や資源配分の在り方及び

進捗管理等について継続的な議論を行うことにより、収益基盤のさらなる強化を図ってまいります。

【補充原則４－１４－２ 取締役に対するトレーニングの方針】

当社は、取締役に対し、以下のとおり、その役割及び責務を果たすために必要な情報を提供しております。

＜新任社外取締役＞

当社の企業理念、事業活動、組織等に関する理解を深めることを目的とした説明、工場視察

【原則５－１．株主との建設的な対話に関する方針】

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するためには、株主の理解と支援が不可欠であると認識しており、

株主・投資家との建設的な対話を通じて、長期的な信頼関係を構築していくことが必要であると認識しております。株主・投資家との

対話に関しては、CFOが統括し、必要に応じて関係する各部門の担当役員、社外取締役や監査等委員等と対応方法を検討し、

適切に対応いたします。具体的には、当社ホームページに経営コンセプト、業績、事業内容を分かりやすく掲載するとともに、

証券アナリスト、機関投資家に対しては、定期的に決算説明会を実施し、個人投資家に対しても、適宜、事業説明会を実施します。

経営コンセプト、業績、事業内容については、当社ホームページをご参照ください。

　（経営コンセプト：　https://www.mes.co.jp/company/concept）

　（業績：　https://www.mes.co.jp/ir/library/highlight）

　（事業内容：　https://www.mes.co.jp/products/）



【株主との対話の実施状況等】

2025年度の株主との対話の状況は、本報告書「Ⅲ 株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況」の「２．IRに関する

活動状況」をご参照ください。当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を極めて重要な施策として位置付けており、

今後もその実現に向け継続的に取り組んでまいります。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】

記載内容 取組みの開示（アップデート）

英文開示の有無 有り

アップデート日付 2026年6月29日

該当項目に関する説明

当社は2019年から事業構造の変革に取り組み改善を図ってまいりました。

今後は売上高営業利益率だけではなく、資本コストや株価を意識した経営管理として自己資本利益率（ROE）や

株価純資産倍率（PBR）に留意しながら、投下資本利益率（ROIC）が加重平均資本コスト（WACC）を上回ることを目標としております。

なお、これらの指標に関する直近の数値はROIC＞WACCを実現しており、これらの水準を恒常的に維持しつつ、企業価値の向上に

努めてまいります。

◎主要経営数値の推移

　　　　　　　　　　　　　　2024年度末　　　　2025年度末　 　　 2026年度末

　　　　　　　　　　　　　　　（実績）　　　　　　　（実績） 　　　 　　 （予想）

　　・連結売上高　　　　3,151億円　　　　　　3,532億円 　 　　3,700億円

　　・営業利益　　　　　　231億円　　　　　　　 376億円　 　 　　 320億円

　　・連結ROE　　　　　　 25.1％　　　 　　 　　　19.3％　　　　 　　12%

　　・連結ROIC　　　　　　　9.9％　　　　　 　　　16.1％　　　 　　　 10%

　　・連結WACC　　　　　　　 7％　　　 　 　 　　　9％　　　　 　　　　 －

２．資本構成

外国人株式保有比率 30%以上

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 13,791,500 13.66

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 7,258,200 7.19

今治造船株式会社 3,864,900 3.83

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)

（常任代理人　株式会社三菱ＵＦＪ銀行）
3,830,801 3.79

三井物産株式会社

（常任代理人　株式会社日本カストディ銀行）
2,550,000 2.52

J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 384513

（常任代理人　株式会社みずほ銀行決済営業部）
2,018,100 2.00

大樹生命保険株式会社

（常任代理人　株式会社日本カストディ銀行）
1,600,000 1.58

THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A. LONDONSECS LENDING OMNIBUS

ACCOUNT（常任代理人　株式会社みずほ銀行決済営業部）
1,391,151 1.37

JP MORGAN CHASE BANK 385781

（常任代理人　株式会社みずほ銀行決済営業部）
1,381,007 1.36

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223

（常任代理人　株式会社みずほ銀行決済営業部）
1,274,600 1.26

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし



補足説明

1. 大株主の状況は2026年３月31日現在の状況です。

2. 上記のほか、当社は自己株式2,196,432株を所有しておりますが、上記大株主からは除外しております。なお、自己株式には、株主名簿上は

　　当社名義となっておりますが、実質的に当社が所有していない株式400株を含んでおります。

3. 割合は、自己株式を控除して計算しております。

4. 2025年11月７日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、三井住友トラスト・ アセットマネジメント株式会社

　　及びその共同保有者１社が 2025年10月31日現在で次のとおり株式を保有してい る旨の記載がされているものの、当社として2026年３月31日

　　現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

5. 2026年３月23日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、野村證券株式会社及びその共同保有者３社が

　　2026年３月13日現在で株式を保有している旨の記載がされているものの、当社として2026年３月31日現在における実質所有株式数の確認が

　　できませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

6. 2026年４月３日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、JPモルガン・アセッ ト・マネジメント株式会社及び

　　その共同保有者３社が2026年３月31日現在で次のとおり株式を保有している旨 の記載がされているものの、当社として2026年３月31日現在に

　　おける実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 プライム

決算期 3 月

業種 機械

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

当社の関係会社である株式会社加地テックは東京証券取引所スタンダード市場に上場しております。

同社は小型往復動圧縮機の専業メーカーとして、独自の技術力・開発力を有しており、当社とは異なる領域で事業展開をしております。

しかし、今後は、特に水素関連でシナジーの発揮を期待しており、同社が当社から独立した上場企業であることが、ブランド確立や水素社会

自体を育む上で有益と判断しております。

同社では一定数の独立社外取締役を選任し、少数株主保護の観点で独立性確保に努めております。

また、それらの取締役からの様々な観点に基づく客観的な意見・助言を同社経営に反映する等、ガバナンス体制の実効性確保に努めておりま
す。

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 15 名

定款上の取締役の任期 1 年



取締役会の議長 社長

取締役の人数 7 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

川崎弘一 他の会社の出身者 △

三輪美恵 他の会社の出身者 △

ウォン ライヨン 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

川崎弘一 ○ ○

川崎弘一氏は、2021年6月まで日本ブチ
ル株式会社の業務執行者でありました。
同社と当社グループとの間には、部品販
売等に関する取引関係が存在しておりま
すが、直近の事業年度において同社の当
社グループに対する売上はなく、また、当
社グループの同社に対する売上が当社の
年間連結総売上高に占める割合は0.1％
未満であります。

【社外取締役選任理由】

同氏は、長年、大手化学会社において製造、
生産の技術部門の業務に携わるとともに、経
営者としての経験に基づく事業活動や経営全
般に関する豊富な見識を有しております。独立
した立場から経営の監視・監督を行っていただ
くとともに、客観的な見地に基づき適切な監査
をしていただくことを期待し、監査等委員である
社外取締役に選任しています。

【独立役員指定理由】

同氏は、上場管理等に関するガイドラインⅢ
５．（３）の２に規定する独立性基準及び当社の
独立性基準に抵触しないことから、一般株主と
利益相反の生じるおそれがない者と判断して
いるため。



三輪美恵 ○ ○

三輪美恵氏は、2022年6月まで東日本旅
客鉄道株式会社の業務執行者でありまし
た。同社と当社グループとの間には、点検
業務の受託等に関する取引関係が存在し
ておりますが、直近の事業年度において
同社の当社グループに対する売上はな
く、また、当社グループの同社に対する売
上が当社の年間連結総売上高に占める
割合は0.1％未満であります。

【社外取締役選任理由】

同氏は、長年、大手鉄道会社において国内外
の商業施設の開発・運営や新規事業開発等に
従事した後、大手旅行会社の地域交流及びCX
（顧客価値創造）担当の執行役員を務めてお
り、マーケティング、サステナビリティ及び企業
経営全般に関する豊富な知識と実績を有して
おります。独立した立場から経営の監視・監督
を行っていただくとともに、客観的な見地に基づ
き適切な監査をしていただくことを期待し、監査
等委員である社外取締役に選任しています。

【独立役員指定理由】

同氏は、上場管理等に関するガイドラインⅢ
５．（３）の２に規定する独立性基準及び当社の
独立性基準に抵触しないことから、一般株主と
利益相反の生じるおそれがない者と判断して
いるため。

ウォン ライヨン ○ ○ －

【社外取締役選任理由】

同氏は、長年、アジア各地の企業、政府機関、
教育機関などで、サステナビリティの取り組み
への助言及び人材育成活動に携わるとともに、
博士（経営学）として専門的知見を有しておりま
す。また、国内大手化学会社の社外取締役を
務めており、経営全般における豊富な見識を有
しております。社外取締役の独立性及び多様
性を強化するとともに、独立した立場からの経
営の監視・監督の強化及び客観的な見地に基
づく適切な監査をしていただくことを期待し、監
査等委員である社外取締役に選任していま
す。

【独立役員指定理由】

同氏は、上場管理等に関するガイドラインⅢ
５．（３）の２に規定する独立性基準及び当社の
独立性基準に抵触しないことから、一般株主と
利益相反の生じるおそれがない者と判断して
いるため。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

委員長（議長）

監査等委員会 4 1 1 3 社外取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

監査等委員会の職務を補助するため監査等委員会室を設置して専任の使用人を配置しています。

監査等委員会室の使用人は、監査等委員会の指示を受けて監査等委員会監査に係る補助業務等を行います。

また、監査等委員会室の使用人については、その人事異動及び人事考課等を監査等委員会と事前に協議することとし、業務執行取締役からの独
立性の確保及び指示の実効性の確保を図ります。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員会は会計監査人の監査計画に対して意見を表明し、重要なリスクについて認識を共有するとともに期中には四半期レビューを中心に
して会計監査人と定期的に会合を持ち、報告を受け意見交換を行います。

当社は、内部監査部門として、当社及び子会社からなる企業集団全体を監査対象とする独立性及び客観性を持つ「監査室」を設置しております。



監査室は常勤監査等委員に対して、隔月で年次業務監査等の内部監査結果など監査業務の執行状況を説明するとともに、適宜社内外の諸情報
を提供し意見交換を行います。これらの活動を通して監査等委員会から得た意見は、監査室の業務監査テーマ選定等の参考とし、監査内容の充
実を図ります。

また、監査室は、監査等委員会が会計監査人から監査計画の説明を受ける会議及び四半期毎にレビュー結果もしくは監査結果について報告を
受ける会議に同席し、監査等委員会と監査室とで情報の共有化を図ります。監査室は代表取締役社長又は監査等委員会の指示を受けて当社及
び子会社から成る企業集団全体を監査する、いわゆる「デュアルレポートライン」となっております。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員
（名）

社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

社外有識者
（名）

その他（名）
委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名委員会 5 0 2 3 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

報酬委員会 5 0 2 3 0 0
社外取
締役

補足説明

現在、「指名委員会」は、取締役会が任命する独立社外取締役３名、社内取締役２名の計５名で構成し、独立社外取締役を委員長としております。
「指名委員会」では取締役の選任手続きやサクセッションプランの他、次年度の取締役候補者案についての討議・答申を行います。

また、「報酬委員会」は取締役会が任命する独立社外取締役３名及び社内取締役２名の計５名で構成し、独立社外取締役を委員長としておりま
す。「報酬委員会」では報酬制度、報酬決定に関する方針、報酬水準、インセンティブ報酬決定の指標などに関する審議・答申を行います。

当社では、これらの任意の委員会の独立性を担保するため、各委員会構成員の過半数を独立社外取締役とすることを基本としておりますが、独
立社外取締役と社内取締役の人数が同数の場合は、独立社外取締役を委員長とすることで当該委員会の独立性を担保することとしております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 3 名

その他独立役員に関する事項

当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬の構成

　 取締役の報酬は、役位によって定める月例報酬、利益連動報酬及び株式報酬からなる体系としております

　 （社外取締役は月例報酬のみとしております）。

2. 利益連動報酬

　 当社の経営戦略に即した業績評価指標、具体的には連結投下資本利益率（ROIC）を基準とすることでより経営効率を高め、

　 また報酬と業績の連動性を高めることを目的に、短期インセンティブとして利益連動報酬を導入しております。

3. 株式報酬

　 株主との価値共有を通じて中長期的な企業価値向上に貢献する意識を高めることを目的に、中長期インセンティブとして



　 事前交付型の譲渡制限付株式報酬を導入しております。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――



【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

2025年度に取締役に支払った報酬等の額は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名に対して168百万円、監査等委員である取締役５名

に対して54百万円の合計222百万円であります。なお、上記には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

上記の他、過年度に退任した取締役３名に対して、在任時の株価連動報酬額55百万円を支給しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の金銭報酬限度額は2026年６月26日開催の第123回定時株主総会において、年額430百万円

　 （使用人分給与は含まない。うち社外取締役分は年額12百万円）と決議いただいております。また、同総会において、金銭報酬とは別枠として、

　 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式報酬を付与するために支給する金銭報酬債権の総額を

　 年額68百万円（使用人分給与は含まない。）、付与する株式数の上限を年16,000株と決議いただいております。監査等委員である取締役の

　 報酬限度額は2024年６月26日開催の第121回定時株主総会において、年額63百万円と決議いただいております。

2. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬内容については、独立社外取締役が過半数を占め、かつ委員長を務める

　 報酬委員会の審議・答申を踏まえ、取締役会において決定しております。

3. 監査等委員である取締役の報酬は固定報酬とし、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の月例報酬を参考として、監査等委員である

　 取締役の協議により決定しております。

【社外取締役のサポート体制】

社外取締役に対し、取締役会議案の事前説明に加え、客観的な立場に基づく情報交換や、認識共有を図ることを目的とした連絡会の実施・サ
ポートを行うこととしております。この他に主要子会社への訪問を通じて事業の理解をより深めていただくよう対応しております。

また、社外取締役（監査等委員）へは監査等委員会等において常勤監査等委員が取締役会の議案及び社内情勢について説明し意見交換を行う
ほか、一部の監査に同行することで当社の内部統制の状況を把握していただいております。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

――― ――― ――― ――― ――― ―――

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 0 名

その他の事項

顧問等の取り扱いについては、社内規程で定めております。



２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

（１）現状の体制の概要

　当社は、2023年6月28日開催の第120回定時株主総会における定款一部変更の決議に基づき監査等委員会設置会社の形態による

　コーポレート・ガバナンス体制へ移行しま　　した。当社では取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期を１年とし、取締役に対する

　信任を株主各位が確認する機会を増すことに努めております。2025年6月26日以降、当社の取締役会は7名で構成されており、そのうち

　3名が非常勤の社外取締役です。当社の監査等委員会は4名で構成されており、そのうち3名が非常勤の社外取締役です。また、

　会計監査人を設定しています。

　当社のグループ傘下の国内子会社は監査役制度を採用しております。当社の監査等委員と子会社の監査役は必要に応じて情報交換を

　行い、監査の実効性を高めております。

　また、当社では取締役会の重要な意思決定・監督機能の強化及び業務執行の効率化を図るために執行役員制度を導入しており、

　取締役会にて選任された執行役員へ業務執行に関する権限を委譲し、最高経営責任者（CEO）及び財務統括責任者（CFO）の統括の下、

　コーポレート部門担当取締役及び事業部門担当取締役の指示に基づき、執行役員は担当業務を遂行しています。

（２）主要な会議体

　主要な会議体は以下のイ．～ハ．のとおりです。

　イ．取締役会

　　　原則として毎月１回の定例取締役会、必要に応じて臨時取締役会が開催され、経営上の最高意思決定機関として、法令及び定款に

　　　定められた事項を含む、取締役会規程に定められた重要な施策に関する事項を決議し、業務執行状況を監督しております。

　　　また、必要に応じて内部統制システム構築の基本方針の見直しも行っております。

　　　【2025年度の開催実績】定例12回、臨時6回

　

　ロ．監査等委員会

　　　原則として毎月1回定例に、必要に応じて臨時に開催し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の職務執行の状況や

　　　会計監査人による監査の情報を共有し、当社グループのコーポレート・ガバナンスや内部統制システムの整備・運用状況、

　　　会計監査人の監査品質の評価などを協議し、各取締役が法令及び定款に定められた職務を適切に遂行しているか、企業価値の

　　　向上に向けて各組織が有機的に機能しているか等を議論します。

　　　【2025年度の開催実績】定例12回、臨時2回

ハ． 経営会議

　　　当社では、取締役会により決定された基本方針に基づく業務執行のために経営会議体として「経営会議」を設けており、同会議は

　　　社長、社内取締役、執行役員及び社長が指名した者で構成されております。原則として毎月２回定例に、必要に応じて臨時に開催し、

　　　グループ全体の経営に関する基本方針、経営戦略、執行計画、その方向性に基づく個別の業務執行や当社又はグループに関する

　　　重要事項について、審議・報告を行うこととしております。

　　　【2025年度の開催実績】定例24回、臨時8回

（３）監査等委員会による監査

　監査等委員は、取締役会、経営会議に出席し必要に応じ意見を述べるとともに、取締役が監査等委員会に報告すべき事項を定めた

　規程による適時、適切な情報収集に加え、代表取締役社長、取締役及び社外取締役との定期的な会合、社内各部門及び子会社からなる

　企業集団に対する業務執行状況の監査等を通じて、取締役の職務執行を監視・監督しております。

（４）内部監査

　当社は、内部監査部門として、当社及び子会社から成る企業集団全体を監査対象とする独立性及び客観性を持つ「監査室」を設置

　しております。監査室は内部監査士6名、情報システム監査専門内部監査士2名など監査専門資格保持者を含む専任8名を擁し、

　経営会議及び取締役会の承認を受けた年間業務計画に基づき、業務監査を実施しております。監査結果は経営会議及び取締役会に

　報告されるとともに、監査指摘事項は業務執行命令により是正されます。その後フォローアップ監査を行い、是正の完了を確認します。

（５）会計監査

　当社は、有限責任あずさ監査法人を会計監査人に選任しております。2025年度において会計監査業務を執行した公認会計士の氏名

　及び監査業務にかかる補助者の構成は以下のとおりです。

　イ．有限責任 あずさ監査法人 指定有限責任社員・業務執行社員 松木　豊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 指定有限責任社員・業務執行社員 大谷文隆

　 　　なお、継続監査年数については全員７年以内であるため記載を省略しております。

　ロ．会計監査業務にかかる補助者の構成

　　　公認会計士　21名

　　　その他　　　 　54名

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、監査等委員会による監査機能の実効性を高めるとともに、経験豊富な社外取締役が経営者の視点で取締役の職務執行を監視する統治
体制が当社の企業理念に基づく当社グループの企業価値の持続的向上に寄与すると判断し現在のコーポレート・ガバナンス体制を採用しており
ます。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
株主総会日3週間前に招集通知（事業報告を含む）を発送しており、第123回定時株主総
会の招集通知は2026年6月5日に発送しております。

電磁的方法による議決権の行使 インターネット上の議決権行使ウェブサイトにて行使することができます。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

機関投資家の株主は議決権電子行使プラットフォームをご利用いただけます。

招集通知（要約）の英文での提供 招集通知の参考書類を英訳しております。

その他
法令及び当社定款16条の規定に基づき、株主総会参考書類等の内容である情報につい
て、電子提供措置をとっており、当社ホームページ等のウェブサイトに「第123回定時株主
総会招集ご通知」として掲載しております(和文全文、英文は参考書類のみ）。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

四半期ごとに決算説明会を開催しております。

第２四半期、第４四半期：説明者（CEO及びCFO）

第１四半期、第３四半期：説明者（CFO）

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催
海外投資家との面談機会を設け、決算や経営計画等について説明しておりま
す。

あり

IR資料のホームページ掲載

IRに関するURL：

https://www.mes.co.jp/ir/　及び

https://www.mes.co.jp/company/

掲載している投資家向け情報：

三井E&S Rolling Vision（中期経営計画）、決算短信・決算説明資料、統合レ

ポート、有価証券報告書、コーポレート・ガバナンス報告書、定款など

IRに関する部署（担当者）の設置
担当部署：財務部ＩＲ室

担当役員：代表取締役副社長　CFO　松村 竹実

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

企業理念、経営姿勢、行動規準としてステークホルダーの尊重の理念を明記しておりま
す。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施
環境法令を遵守し、環境管理を行っております。また、「統合レポート」を通じて各種活動の
内容を公表しております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

適法かつ適時・適切な会社情報のディスクロージャーを目的に、「会社情報の情報開示に
関する規程」を定め会社情報の情報開示を行っております。



その他

【人材戦略に関する基本方針等】

①人材戦略

　当社グループでは、エンジニアリングとサービスを通じて、社会の進化と持続性を

　追求し、従業員が働くことに楽しさと自己成長を感じられる会社を目指しています。

　そしてその実現のために、①マーケティング、②イノベーション、③ウェルビーイングの

　３つを重視しています。具体的には、社会課題に対して単に技術やサービスを提供

　する存在にとどまらず、マーケティングやイノベーションを通じて顧客とともに課題解決

　に挑み、その成果を分かち合い、喜び合えるパートナーシップを築いていきます。

　その過程で顧客との関係が進化し、持続していくことは、従業員の仕事の充実感にも

　つながり、当社の目指すウェルビーイングを形づくることになります。この目的の下で、

　人材多様性の推進・人材流動化への対応・人的資本と環境整備への投資を人材戦略

　とし、顧客と共に新しい価値の創造にチャレンジする多様な人材が育ち、活躍できる

　組織風土の実現を目指しております。

　特に人口縮小社会においては、人材の確保、流動化及び多様化が一層重要になると

　考えており、経営・事業環境の急激な変化にも柔軟に対応できるように、賃金を含む

　処遇面の改善の他、年功序列から脱却した、より公平で柔軟な評価及び運用を可能

　にする人事制度改革に注力しているところです。

　また、2025年度には従業員に対して経営計画や人事・教育制度等への理解度、

　働くことへの充実感や社会貢献意欲を定期的に把握する当社独自のエンゲージメント・

　サーベイを実施しており、全体としてはポジティブな回答が多い結果となっております。

　社会と当社グループの進化と持続に資するため、ウェルビーイングの観点から今後も

　本サーベイは継続して実施するとともに、さらなるエンゲージメント向上に努めて

　まいります。

②提出会社の従業員の給与その他の給付の額及び内容の決定に関する方針

　当社では、経営者と従業員がベクトルを合わせ、目標達成にコミットすることを重視

　しており、この考え方に沿って、役割・成果及び会社業績に基づく評価・賃金制度を

　採用しています。具体的には、管理職層における給与の一部及び一般職層における

　賞与について、会社や部門の業績に加え、経営者が示す毎年の全社方針をブレイク

　ダウンした個人目標の達成度に応じた業績連動方式としています。これにより、従業員

　一人一人の全社方針の達成に対するインセンティブを高めています。加えて、

　企業価値に関して、株価を共通指標とすることを従業員に意識付けしており、三井E&S

　従業員持株会を活用した譲渡制限付株式報酬制度の導入により、従業員が株価に

　関心を持ち、経営者や投資家の目線を把握すると同時に、成果が個人資産へ転換する

　仕組みを構築し、従業員のインセンティブに繋がる施策を講じております。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、取締役会において内部統制システム構築の基本方針を以下のとおり決議し、業務の適正を確保
するための体制を整備しております。直近では、2026年3月26日付けで一部内容を改正いたしました。

（１）取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　イ .会社の業務執行が全体として適正かつ健全に行われることを確保するため、取締役会はコーポレート・ガバナンスを一層強化し、

　　　当社及び子会社から成る企業集団としての有効なリスク管理体制、実効性のある内部統制システム及びコンプライアンス体制を

　　　より強固にする。

　ロ .取締役会の監督機能を強化するため、東京証券取引所等が定める独立性の要件及び当社が定める「社外取締役の独立性基準」を

　　　満たす社外取締役を選任する。ハ. 財務報告に重要な影響を及ぼす可能性のある情報の信頼性の確保を図る。

　ハ.　財務報告に重要な影響を及ぼす可能性のある情報の信頼性の確保を図る。

　ニ. 監査等委員会が行うリスク管理体制、内部統制システム及びコンプライアンス体制の有効性等に関する監査報告に基づき、

　　　問題の早期発見とその是正を図る。

（２）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　イ. 各経営会議体の運営に関する社内規程に基づき、各経営会議体の事務局は経営の意思決定及び業務執行に係る記録

　　　（電磁的記録を含む）を作成し、これを適切に保存、管理する。

　ロ. 取締役は、各経営会議体の事務局を通じてこれらをいつでも閲覧することができる。

（３）損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　イ. リスクの顕在化を未然に防止するために法務部担当役員を委員長とする「内部統制委員会」を設置し、同委員会にて経営諸活動全般に

　　　係るすべてのリスクを網羅的に把握、評価し、優先すべき重要なリスクについて適正な対応がなされているか、経営レベルで継続的に

　　　確認、管理するトータルリスクマネジメントを実践する。

　ロ.　事業継続や安全・人命確保に重大な影響を与える事態、企業の存続に重大な脅威となる緊急事態など、不測の事態が発生した場合には、

　　 　代表取締役または対象事案の担当取締役を委員長とする「特別危機管理委員会」において迅速に対応を検討し、損失の拡大を最小限に

　　　 止める。

　ハ.　経営に対する影響が大きい事業運営上のリスク管理については、社内規程に基づき、関係部署によるリスクチェックを行う。

　　　　当社決裁基準に応じて、当社事業部や主要な子会社においては各事業部や個社で自主リスクチェックを行う。

　ニ.　業務執行部門のリスク管理状況については、独立性及び客観性を持つ内部監査部門の内部監査により有効性の検証、不備是正勧告

　　　　などを行う。

（４）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　イ.　定例取締役会並びに必要に応じて随時開催する臨時取締役会のほか、取締役会が職務の執行を適正かつ効率的に行うための基礎

　　 　となる経営判断を迅速に行うため、経営会議等の経営会議体を組織し、それぞれの運営規程に定める機能に応じ経営の重要事項を



　　 　 審議し、意思決定を行う。

　ロ.　取締役会で決定された業務分担により、取締役は責任と権限をもって担当部門において効率的に職務執行を行い、その執行状況に

　　 　ついて３カ月に１回以上、取締役会にて報告を行う。

　ハ.　取締役会は、目標の明確な付与、採算確保の徹底を通じて市場競争力の強化を図るために当社グループの目標値を年度予算として

　　　　策定させる。年度予算の進捗状況は取締役会構成メンバーにて確認、管理する。

　ニ.　 取締役会の重要な意思決定・監督機能の強化及び業務執行の効率化を図るために執行役員制度を導入する。

（５）使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　イ.　コンプライアンス体制については、社内規程に基づき、当社取締役の中より選任されたチーフコンプライアンスオフィサーを委員長と

　　　 する「グループコンプライアンス委員会」を設置し、独占禁止法の遵守を含め監視、啓発活動を推進する。

　ロ.　当社及び子会社の役職員の行動規範としてコンプライアンス・ポリシーを定める。その遵守のため、対象者に対する教育、啓発活動を

　　　 推進し、周知徹底する。

　ハ.　法令違反その他コンプライアンスに関する問題の早期発見のため、当社法務部長及び社外弁護士が当社及び当社子会社並びに

　　　 その取引先の全役職員等から相談や通報を直接受ける「ヘルプライン」（内部通報制度）を設ける。また、公益通報者保護法に

　　　 準拠した社内規程に基づき、その実効性を確保する。

　ニ.　コンプライアンス体制については、内部監査部門の内部監査により有効性を検証し、不備があれば是正する。

　ホ.　財務報告に重要な影響を及ぼす可能性のある情報の信頼性を確保することに努め、財務情報他会社情報の情報開示については、

　　　 会社情報の情報開示に関する社内規程に基づき適時・適正な開示を行う。

（６）当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

　イ.　企業集団における「企業理念」、「経営姿勢」及び「行動規準」を定め、これを基礎として各社において必要な体制を整える。

　ロ.　経営管理については、子会社各社へ取締役あるいは監査役等を派遣し監督を行うことに加え、社内規程に基づく当社による決裁制度

　　　 及び当社への報告制度を通じて管理、監督を行う。

　ハ.　企業集団における財務報告に係る内部統制については、自己評価によるセルフチェックに加えて、内部監査部門の独立的評価により

　　　　有効性を検証し、不備があれば是正する。

　ニ.　コンプライアンスについては、当社社内規程を子会社の役職員にも適用し、各子会社の内部統制を所管する取締役又は執行役員が

　　　 当社の「グループコンプライアンス委員会」の指導のもとに、各社の実情に応じて「部門コンプライアンス検討会」等により

　　　 コンプライアンス体制を整備する。

　ホ.　子会社の役職員も「ヘルプライン」の利用対象者に含める。

　ヘ.　子会社に関する当社の経営に重要な影響を及ぼすリスクは、「トータルリスクマネジメント」に包含し、企業集団内でリスクが

　　　　顕在化しないようリスクの一層の低減を図る。

（７）監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項

　イ.　監査等委員会の職務を補助する組織として業務執行部門から独立した「監査等委員会室」を設置し、常勤の使用人を置く。

　ロ.　監査等委員会室に所属する使用人は監査等委員会の指示により監査等委員の職務の執行を補助する。

（８）前号の使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項及び監査等委員会の前号の使用人に対する

　　　指示の実効性の確保に関する事項

　イ.　監査等委員会室に所属する常勤の使用人は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の指揮・監督を受けない。

　ロ.　監査等委員会室に所属する常勤の使用人の人事異動や人事考課等に関しては、監査等委員会と事前に協議し決定する。

（９）監査等委員会への報告に関する体制

　イ.　取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制

　　　　ａ）経営会議体規程に基づき常勤監査等委員は経営会議等に出席し、事務局は監査等委員に議事録を提出する。

　　　　ｂ）取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときは直ちに

　　　　 　 監査等委員会に報告する。

　　　　ｃ）取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等委員会に報告すべき事項については、報告事項及び報告要領を

　　　　 　 監査等委員会と協議のうえ定め、適時・適切に監査等委員会に報告する。

　　　　ｄ）監査等委員会は必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。

　ロ.　子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするための体制

　　　　ａ）子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見

　　　　　　したときは直ちに監査等委員会に報告する。

　　　　ｂ）子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告すべき事項については、報告事項

　　　　 　及び報告要領を監査等委員会と協議のうえ定め、適時・適切に監査等委員会に報告する。

　　　　ｃ）監査等委員会は必要に応じて、子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者に対して報告を求めること

　　　　 　ができる。

（10）前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

　イ.　公益通報者保護法に準拠した社内規程に基づき、その実効性を図る。

（11）監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理

　　　に係る方針に関する事項

　イ.　監査等委員会が要求した場合は、監査等委員の職務執行に支障の無い様、適切かつ迅速に費用又は債務の処理を行う。

（12）その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　イ.　代表取締役は、監査等委員と可能な限り会合を持ち、業務報告とは別に会社経営に関する意見交換ほか、意思疎通を図る。

　ロ.　取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、監査等委員会が会計監査人、内部監査部門及び子会社監査役との連携を通して、

　　 　 実効的な監査が行えるよう協力する。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況



当社グループは健全な社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは断固として関係を排除する方針をコンプライアンス・ポリシーに明記
し、当社グループの全役職員に周知徹底しております。また、反社会的勢力との接触を未然に回避するとともに、それら勢力からの要求に屈する
ことなく、法的手段により解決します。

当社グループにおける反社会的勢力排除に向けた取り組みとしては、当社及び子会社に対応部署を設置し、事案により、当社と子会社の対応部
署とで連携し、グループ一体となり解決を図ります。また、弁護士や警察等外部専門機関とも連携し適切な対応を取ることとしております。啓発活
動としてコンプライアンスガイドブックに反社会的勢力排除に関する対応等を記載し、当社グループ内への周知徹底に努めます。

Ⅴその他

１．買収への対応方針の導入の有無

買収への対応方針の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

企業価値を高め、時価総額を拡大することが敵対的買収に対する防衛策と考え、企業価値を高める経営に努めております。そのため、特記すべ
き買収防衛策は導入しておりません。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

【内部統制推進体制】

昨今の内部統制強化の動向に対応するため、全社的な「内部統制推進体制」を構築しており、法務部担当役員が責任者として推進しております。

また、「内部統制委員会」（2024年７月１日以降改称）を開催し、この中で当社グループのリスクを把握することにより、内部統制の推進に努めてお
ります。

【適時開示体制の概要】

１．適時開示に係る基本姿勢

　　当社及び子会社（以下、当社グループという）では、投資者に対して適時適切な会社情報の開示を行うことを基本姿勢としております。

　　取締役会及び経営会議などの経営会議体で決定した事項（決定事実、決算情報）や当社グループ各部門の開示情報取扱責任者が把握

　　した事項（発生事実）のうち、証券取引法及び証券取引所の定める適時開示規則により開示が要請される重要情報（適時開示情報）に

　　ついて、適時適切な開示に努めております。

２．適時開示に係る社内体制

　　社内規程（「会社情報の適時開示に関する規程」）に基づき、当社グループ各部門に開示情報取扱責任者を任命するとともに、当社グル

　　ープ全体の適時開示に関する担当部署を経営企画部と定め、開示プロセス全般にわたる体制を整え以下のとおり対応しております。

（１）開示情報取扱責任者は、決定事実及び決算情報については経営会議体での決定後、発生事実については発生後速やかに適時開示

　　 担当部署（経営企画部）を通じて適時開示を行っております。

（２）開示情報取扱責任者は、所管子会社を含む当該部門に係る情報をチェックリストを用いるなどして定常的に、網羅的に情報収集する

　　 とともに、適時開示に関する内部統制を行っております。

（３）情報の重要性の判断、適時開示情報か否かの検討、適時開示情報の適正性の確認については、開示情報取扱責任者からの照会、

　　 報告に基づき、適時開示担当部署（経営企画部）が法務部、財務部、経理部、IR室など関係専門部署の支援の下に、検討を行っており

　　 ます。また、適時開示担当部署（経営企画部）においては、当社の直近の決算数値データに基づき算出した開示基準表（当社、国内及び

　　 海外子会社用）をグループイントラネットにも掲示するなど、適時開示規則の周知・徹底に日頃より努めております。

３．社内体制の適正性の確保について

　 担当取締役を中心とした取締役会による監督、監査等委員会による「監査等委員監査等基準」に基づく監査のほか、監査室による

　 業務監査の実施により、適正性の確保に努めております。
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【会社情報の適時開示に係る社内体制概略図】
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